
議案第９２号

杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和７年１２月１日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例

杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例（令和７

年杉並区条例第３４号）の一部を次のように改正する。

第４条を改め、同条を第７条とし、第３条の次に３条を加える改正規定中「１０

０分の１０７．５」を「１００分の１０８．７５」に、「１００分の１００」を

「１００分の１０１．２５」に、「１００分の１３５」を「１００分の１３６．２

５」に、「１００分の９２．５」を「１００分の９３．７５」に改める。

附則の次に別表として２表を加える改正規定中

「 「

円 円

３９２，０００ ４０８，０００

４３３，０００ ４５１，０００

４８３，０００ ５０３，０００

５４４，０００
を

５６６，０００
に改める。

６１４，０００ ６３９，０００

６９７，０００ ７２５，０００

７８９，０００ ８２１，０００

」 」

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



（提案理由）

特定任期付職員の給与を改定する必要がある。
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杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例新旧対照表（抄）

新 条 例 旧 条 例

第４条中「第２条の」を「第２条各項 第４条中「第２条の」を「第２条各項

の」に、「任期付職員」を「同条第２項 の」に、「任期付職員」を「同条第２項

の規定により任期を定めて採用された職 の規定により任期を定めて採用された職

員」に改め、同条を第７条とし、第３条 員」に改め、同条を第７条とし、第３条

の次に次の３条を加える。 の次に次の３条を加える。

第４条 略 第４条 略

（特定任期付職員に対する給与条例の規 （特定任期付職員に対する給与条例の規

定の適用） 定の適用）

第５条 特定任期付職員に対する杉並区 第５条 特定任期付職員に対する杉並区

職員の給与に関する条例（昭和５０年 職員の給与に関する条例（昭和５０年

杉並区条例第９号。以下「給与条例」 杉並区条例第９号。以下「給与条例」

という。）第４条、第２４条の２第１ という。）第４条、第２４条の２第１

項及び第２項、第２７条、第２９条第 項及び第２項、第２７条、第２９条第

２項、第３０条第２項並びに第３１条 ２項、第３０条第２項並びに第３１条

第１項の規定の適用については、給与 第１項の規定の適用については、給与

条例第４条中「この条例」とあるのは 条例第４条中「この条例」とあるのは

「この条例及び杉並区の一般職の任期 「この条例及び杉並区の一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する 付職員の採用及び給与の特例に関する

条例（平成１８年杉並区条例第１号。 条例（平成１８年杉並区条例第１号。

以下「任期付職員採用条例」とい 以下「任期付職員採用条例」とい

う。）第４条の規定」と、給与条例第 う。）第４条の規定」と、給与条例第

２４条の２第１項及び第２項中「第１ ２４条の２第１項及び第２項中「第１

０条第１項の規定に基づき指定する職 ０条第１項の規定に基づき指定する職

員」とあるのは「特定任期付職員」 員」とあるのは「特定任期付職員」

資 料 １
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と、給与条例第２７条中「この条例に と、給与条例第２７条中「この条例に

定める」とあるのは「この条例及び任 定める」とあるのは「この条例及び任

期付職員採用条例第４条に規定する」 期付職員採用条例第４条に規定する」

と、給与条例第２９条第２項ただし書 と、給与条例第２９条第２項ただし書

中「第１０条第１項の規定に基づき指 中「第１０条第１項の規定に基づき指

定する職員の期末手当の額は、職員の 定する職員の期末手当の額は、職員の

給与月額に１００分の１０８．７５」 給与月額に１００分の１０７．５ 」

とあるのは「特定任期付職員の期末手 とあるのは「特定任期付職員の期末手

当の額は、職員の給与月額に１００分 当の額は、職員の給与月額に１００分

の１０１．２５」と、給与条例第３０ の１００ 」と、給与条例第３０

条第２項中「第１０条第１項の規定に 条第２項中「第１０条第１項の規定に

基づき指定する職員にあつては１００ 基づき指定する職員にあつては１００

分の１３６．２５」とあるのは「特定 分の１３５ 」とあるのは「特定

任期付職員にあつては１００分の９ 任期付職員にあつては１００分の９

３．７５」と、給与条例第３１条第１ ２．５ 」と、給与条例第３１条第１

項中「第１０条第１項の規定に基づき 項中「第１０条第１項の規定に基づき

指定する職員」とあるのは「特定任期 指定する職員」とあるのは「特定任期

付職員」とする。 付職員」とする。

第６条 略 第６条 略
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給与改定の概要 

 

杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例 

項  目 改 正 内 容 

給 料 表 

別表第１ 

 職員給与が民間従業員給与を下回る公民較差（14,860円、3.80％）を解消す

るため、給料月額を引き上げる。 

期 末 手 当 

及 び 

勤 勉 手 当 

 

支給月数 

 現  行 改  正 

区 分 期末 勤勉 合計 期末 勤勉 合計 

06月期 1.0 0.925 1.925 1.0125 0.9375 1.95 

12月期 1.0 0.925 1.925 1.0125 0.9375 1.95 

合 計 2.0 1.850 3.850 2.0250 1.8750 3.90 
 

施 行 期 日 

 公布の日 

（杉並区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例（令

和７年杉並区条例第３４号）の施行期日 令和８年４月１日） 

 


